
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



厚生労働省 

 

[東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 中央合同庁舎第 5 号館] 

社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進、並びに労働条件

その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任

務としています。 

 

 

秋田労働局  [秋田市山王 7-1-3 秋田合同庁舎] 

厚生労働省の地方支分部局 
働く環境の整備、職業の安定、男女の均等な雇用の確保等、職業
生活全般にわたる総合的な行政サービスを展開しています。 
 
主な任務は、労働相談受理や労働基準法等の監督指導、司法事件の

捜査、災害調査、労働災害防止、最低賃金に関する業務、労働災害

補償、職業紹介、職業指導、雇用保険に関する業務、男女均等取扱

い対策、セクシュアルハラスメント対策、育児・介護休業等に関す

る業務などを行っています。 
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  ・労働者の安全と健康確保対策の推進 

□ 職業安定行政の重点施策 

 

□ 総合労働行政機関として推進する重点施策 

  ・労働条件の確保、雇用の安定等を図るための総合的施策の実施 
  ・東日本大震災からの復興支援など各分野ごとの連携した対策の推進 

  ・職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進 
  ・男女雇用機会均等の確保対策の推進 

□ 雇用均等行政の重点施策 

  ・地域ﾆｰｽﾞに即した職業訓練等の展開による就職支援の推進  

□ 職業能力開発行政の重点施策 

  ・若年者等・高年齢者・障害者の労働者の雇用対策の推進 
  ・職業紹介業務の充実強化による就職の推進 

  ・経済状況に対応した労働条件の確保・改善の積極的な推進 

□ 労働基準行政の重点施策   
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 平成 25年度の行政運営にあたっては、製造業を中心とした雇用調整の動きや世界経済の減速

の影響により依然として厳しい雇用情勢が続く中で、職業紹介業務の充実強化を図りながら、

地方自治体が実施する各種施策と密接に連携し、若者、女性、高齢者、障害者などへの就労支

援や、成長分野などでの雇用創出、人材育成を推進するとともに、生活困窮者への就労支援、

地域のニーズに即した職業訓練、企業維持努力への支援の実施などの重層的なセーフティネッ

トを構築し、経済社会の活力の向上と地域の活性化に向けた雇用対策に取り組むこととする。 

 
 

 

 

   

 

 

 

 また、法定労働条件の遵守徹底のための迅速かつ厳正な対応を行うとともに、災害が多発して

いる業種に対する労働災害防止に向けた効果的な指導、子育て支援策、男女雇用機会均等確保対

策を推進し、安心して働くことのできる環境整備に向けた取組を進めることとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・ 最低賃金審議会を円滑に運営し、各団体を通じ広く

最低賃金額の周知徹底を図ります。 

・ 最低賃金法の履行確保上、問題があると考えられる

地域、業種等を重点に監督指導を行い、遵守徹底を

図ります。 

・ 最低賃金引上げのための中小企業支援対策(助成制

度)を県内事業主に広く周知し利用促進を図ります。
 
 

・ 法定労働条件の確保のため法令遵守の徹底を図り、

重大・悪質事案に対しては厳正に対処します。また、

倒産や大量整理解雇等の情報を把握し、履行確保上

の問題が懸念される事案等については、監督指導を

実施などにより迅速かつ適切に対応いたします。 

・ 長時間労働の抑制のための監督指導を実施し、限度

基準の遵守を推進します。 

・ 労働時間適正把握基準の遵守を重点とした監督指

導を実施し、賃金不払残業の防止に努めます。 

・ 改正労働契約法や裁判例など労働契約に関するル

ールを労使双方に周知啓発いたします。 

・ ｢職場のパワーハラスメントの予防･解決に向けた

提言｣の周知を図ります。 
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・ 休業災害の多い第三次産業の重点業種に対し、災

害防止説明会を継続的に開催する等により、労働

災害の減少を図ります。 

・ 重篤な災害の多い重点業種に対し、労働災害防止

団体と連携してリスクアセスメントの普及や機械

の安全対策、化学物質管理対策、高齢者安全対策

等を推進します。 

・ メンタルヘルス不調予防対策及び職場復帰対策の

ためのセミナーを開催します。 

・ 事業場における自主的な安全衛生活動への指導等

を行います。 

・ 最も多い転倒災害の防止対策を推進します。 

 
 

・ 認定基準に基づいた労災保険給付の迅速・適正な処

理を行います。 

・ 計画的な調査等による精神障害事案及び脳・心臓疾

患事案の適正な処理を行います。 

・ 石綿関連疾患の労災請求について、請求期限の周

知・広報を的確に実施し、早期請求勧奨を行います。

■労働災害発生状況の推移  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 労働局では「労災かくし」

に対し、罰則を適用して

厳しく処罰を求めるなど、

厳正に対処することとし

ています。 

◆ 事業主が故意又は重大

な過失により保険関係成

立届を提出していない期

間中に労働災害が生じ、

労災保険給付を行った

場合、遡って労働保険料

を徴収するほか、労災保

険給付に要した費用の

全部又は一部を徴収す

ることになります。 

6,053,116
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労働災害発生状況の推移
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速報値

■第 12 次労働災害防止計画目標 
          （平成 24 年と比較して）

平成 29 年までに死傷者数を 15%以上減少

平成 29 年までに死亡者数を 15%以上減少
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・ 求人の総量を確保するとともに、正社員求人や求

人倍率の低い職種の求人確保を図ります。 

・ 求人票や求人内容への助言や未充足求人に対する

フォローアップ等求人充足対策を強化します。 

・ 初回講習・就職支援セミナーの充実等による雇用

保険受給者の早期再就職支援や求職ニーズ・市場

分析等を踏まえた情報の提供等により求職者の再

就職を支援します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・ 自治体と連携し、福祉給付受給者に加え、生活保護

申請段階の者も支援候補者とし、支援対象者の拡大

を図ります。 

・ 支援対象者に対しては、集中支援プランを策定し就

職支援を行うほか、就職後のフォローアップにより

職場定着を図ります。 

・ 雇用調整助成金の活用による事業主の雇用維持努力

を積極的に支援します。 

・ 学卒求人の早期提出・採用枠拡大の要請、ジョブ

サポーターによる事業所訪問等により求人の確保

を図り、担当者制によるきめ細かな就職支援を実

施します。 

・ 「若者応援企業」の周知や面接会を開催により新

卒予定者と中小企業とのマッチングを強化しま

す。 

・ 大学やハローワークに相談窓口を設置し、就職支

援にとりくみます。 

・ 未就職卒業者の就職支援、学校等との連携した職

業相談、職業意識形成の実施等を行います。 

　　新規就職高卒者の就職内定者数及び内定率(１月末現在)

1408
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就職内定率

県内
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・ わかもの支援コーナー等において就職支援を強

化し、若者チャレンジ奨励金等各種支援制度の

活用促進を図ります。 

・ ニート等の若者の職業的自立を支援します。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・ 企業への個別指導等により高年齢者雇用確保

措置の導入､改正高齢法への対応の促進を図

ります。 
 
・ 担当者制による高年齢者の就労支援や、トラ

イアル雇用制度等の活用による中高年齢者の

再就職支援を強化します。 

・ 精神障害者・発達障害者に対する雇用対策を強化し

ます。 
 
 

・ 秋田県障害者雇用支援プロジェクトチームを設置

し、障害者雇用対策を推進します。 

・ 個別求人開拓・トライアル雇用・ジョブコーチ支援

制度、福祉・教育・医療等との連携・チーム支援に

より障害者の就職促進と職場定着の促進を図りま

す。 

・
 

 障害者雇用率達成のため、厳正な指導を行います。
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障害者雇用率の推移
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・ ｢キャリアアップ助成金｣の活用促進やキャリアアッ

プガイドラインの周知など事業主の取組促進の支援

を行います。 

・ 正社員求人開拓、担当者制による職業相談や雇用奨

励金・職業訓練の活用により、正社員としての就職

を支援します。 

・ こころの健康相談を実施するとともに、生活面も支

援します。 
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・ マザーズコーナーの周知広報や子育て関連情報

提供等を行うとともに、利用者の状態に応じた

就職支援を行います。 



 
 
 
 

・ ｢若者チャレンジ奨励金｣の活用促進を図り、若年者

の正規雇用化の促進を図ります。 

・ ｢キャリアアップ形成促進助成金｣の活用促進を図

り、事業主の人材育成を支援します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 公共職業訓練の積極的な活用促進を図るととも

に、担当者制によるマンツーマン対応など支援を

強化します。 

・ 雇用保険を受給できない求職者に対し、求職者支

援制度を活用し、積極的な就職支援を行います。

 

 
・ 地域や企業の人材ニーズを踏まえ職業訓練計画を

策定します。 

                            
                          

・ 正社員経験が少ない者等に、ジョブ・カードの作成

支援を行い活用促進を図ります。 

・ 関係機関と連携のもと、制度の有用性の周知･啓発

を行い、制度の活用促進を図ります。 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
・ 男女雇用機会均等法に基づく不利益取扱いについて

は厳正な指導等を行います。 
 
・ 労働者等からの相談への適切な対応と紛争解決の援

助を行います。 
 
・ 職場におけるセクシュアルハラスメント対策の推進

を図ります。 

・ 母性健康管理対策を推進します。 
 
・ ポジティブ・アクションに取組む事業主に対し具体

的な取組への助言など積極的な支援を行います。 

・ 育児・介護休業法の履行確保のための計画的な指

導を行います。 
 
・ 労働者等からの相談への適切な対応と紛争解決の

援助を行います。 
 
・ 両立支援に取り組む事業主に対する両立支援助成

金の活用を促進します。 
 
・ 次世代育成支援対策を推進します。 
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次世代法に基づく事業主行動計画の届出件数の推移
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236 246
179

199

222

218
245

100人以下規模企業

574
101人以上300人以下

540
301人以上

311

381

335

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（

件

）

・ パートタイム労働法に基づく指導等を行います。 
 
・ パートタイム労働者等からの相談への適切な対応

と紛争解決の援助を行います。 
 
・ 雇用均等指導員(均衡推進担当)や雇用均等コンサ

ルタントによる事業主支援を行います。 

0

・ 労働保険料の適正徴収を推進します。 
 
・ 労働保険の適用促進を図ります。  
 
・ 労働保険事務組合の育成指導を行います。 

■総合労働相談件数・民事上相談件数の推移  

 
・ 総合労働相談コーナーにおける的確な対応に努め

ます。 

・ 効果的な助言・指導、あっせんを実施します。 

・ 個別労働紛争解決のための取組を効果的に機能さ

せるため関係機関と連携を強化します。 

7,538
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7,248
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2,841 2,915 2,540 2,831

1,971

0

4,000
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総合労働相談件数

民事上の相談件数



 

 
・ 障害者虐待が行われている恐れがある情報を把握し

た場合は、各部署が連携し、すみやかに実態調査を

行い、法令違反が認めれればその是正を指導します。

 
 

　申告処理件数の推移

332

273 285
324

261 246

89

75
87

71

66
49

43

46
30

37

59

49

賃金不払 解雇 その他

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・ 企業倒産、雇用調整等による、不適切な解雇や雇止

めの予防のための啓発指導等を実施するとともに、

離職を余儀なくされた場合は、賃金不払い、解雇手

続き、解雇についての問題や失業等給付、再就職支

援などの一連の手続き等について総合的かつ機動的

な対応を図ります。 

 
・ 求人情報をはじめ復旧・復興支援情報をハローワー

クに集約し避難者の皆さんの就職・就労を支援しま

す。 

・ 自治体福祉関係機関と連携し、長期失業の避難者の

皆さんを就労・生活両面で支援します。 

 
・ 簡便な法定労働条件の周知を兼ねた雇入通知書を作

成・配布します。 

・ 使用者が遵守しなければならない労働関係法令をと

りまとめた「コンプライアンス･チェックテキスト」

を労使双方に周知します。 
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平成２５年度 行政運営方針重点取組・数値一覧 

項 目 対策別 取組の方向・目標 

経済情勢に対応した労働条件の

確保・改善の積極的な推進 

･30人以上の労働者が対象となる事案への監督及び啓発指導の実施  

100.0％ 

労働者の安全と健康確保対策の

推進 

･重点対象業種の死傷者数を24年より減少させる 

  小売業 4%減  社会福祉施設   2%減 
  飲食店 4%減  陸上貨物運送事業 2%減 

･製造業･建設業･林業の死亡者数     6人以下 

･規模30人以上の企業のメンタルヘルス対策実施  50%以上 

労働基準行政の重点

施策 

労災補償対策の推進 ･行政手続法に定める標準処理期間の1/2以内処理 

･常用新規就職率                 37.6％以上 

･雇用保険受給者早期再就職割合        28.5％以上 職業紹介業務の充実強化 

･常用新規充足率                      34.6％以上 

地方公共団体との連携 ･Ａターン就職数                      1,100人 

生活困窮者の就労支援 
･支援対象者数              900人以上 

･就職者数                400人以上 

若年者雇用対策の推進 

･新規高卒者の県内就職割合             70.0％以上 

･高卒・大卒等の就職内定率        前年内定率以上 

･フリーターの常用雇用者             3,529人以上 

高年齢者雇用対策の推進 ･就労支援対象者の就職率           34.0％以上 

･障害者就職件数             前年度（556件）以上 

･民間企業における障害者雇用率達成割合  

            前年から1.5%Pt以上上昇(H26.6.1時点) 障害者雇用対策の推進 

･精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援終了者のうち 

就職に向けた次の段階へ移行した者の割合   60.0％以上 

･マザーズコーナー秋田・横手の 

   担当者制重点支援対象者数         年間580人以上 

職業安定行政の重点

施策 

子育て女性等に対する雇用対策

の推進 ･マザーズコーナー秋田・横手の 

   上記の就職率                87.0％以上  

･公共職業訓練の就職率 

       施設内訓練80.0％以上、委託訓練65.0％以上 
地域ニーズに即した職業訓練等

の展開と訓練修了者への就職支

援 
･求職者支援訓練終了3か月後の就職率 

        基礎コース60.0％以上 実践コース70.0％以上 

職業能力開発行政の

重点施策 

 

「ジョブ・カード」制度の推進 ･ジョブ・カード取得者数          2,350人 

雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保対策の推

進 

･ポジティブ･アクション取組への働きかけ 

 訪問企業のうち取り組む旨の回答があった企業の割合  60％    

･育児・介護休業法の履行確保、制度の定着取得促進 

    指導事業所における是正率      100％ 職業生活と家庭生活の両立支援

対策の推進 ･次世代法に基づく認定マーク「くるみん」の取得促進  

               取得企業数    前年度以上 

雇用均等行政の重点

施策 

 

パートタイム労働者の均等・均等

待遇の確保等対策の推進 

・パートタイム労働法の履行確保及び正社員との均衡待遇の推進 

指導事業所における是正率      100％ 

労働保険適用徴収業務

の適正な運営 

労働保険料等の収納率の向上と

未手続事業の一掃 

･労働保険料収納率     前年度収納率を1％以上上回る 

･労働保険成立件数             250件 

個別労働紛争の解決の

促進 

簡易・迅速な処理       

           

･助言・指導処理期間 1ヶ月以内   95.0％以上 

･あっせん処理期間  2ヶ月以内   90.0％以上  
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管轄区域図 

〒010-0951 秋田市山王３丁目１－７ 

            東カンビル 5F 

● 職業安定部 
   職業安定課 ℡(018) 883 - 0007 
   職業対策課 ℡(018) 883 – 0010 
   求職者支援室 ℡(018) 883 – 0006 

秋田労働局 第二庁舎

〒010-0951 秋田市山王７丁目１－３ 

            秋田合同庁舎 

● 総務部 
    総 務 課 ℡(018) 862 – 6681 

企 画 室 ℡(018) 883 – 4254 
労働保険徴収室 ℡(018) 883 – 4267 
 

● 労働基準部 
    監 督 課 ℡(018) 862 – 6682 
     健 康 安 全 課 ℡(018) 862 – 6683 
     賃 金 室 ℡(018) 883 – 4266 
     労 災 補 償 課 ℡(018) 883 – 4275 
 
〒010-0951 秋田市山王７丁目１－４ 

            秋田第２合同庁舎 

● 雇用均等室    ℡(018) 862 - 6684 

秋田労働局 第一庁舎 

ハローワーク（公共職業安定所） 

労働基準監督署 

秋田労働基準監督署  ℡(018) 865 – 3671 
                 〒010-0951 秋田市山王７丁目１－４ 

能代労働基準監督署  ℡(0185) 52 – 6151 
                  〒016-0895 能代市末広町４－２０ 

大館労働基準監督署  ℡(0186) 42 – 4033 
                  〒017-0897 大館市字三の丸６－２ 

横手労働基準監督署  ℡(0182) 32 – 3111 
                  〒013-0033 横手市旭川１丁目２－２３ 

大曲労働基準監督署  ℡(0187) 63 – 5151 
                  〒014-0063 大仙市大曲日の出町１丁目２０－１２ 

本荘労働基準監督署  ℡(0184) 22 – 4124 
                  〒015-0885 由利本荘市水林４２８ 

 

 

ハローワーク秋田    ℡(018) 864 – 4111 
                  〒010-0065 秋田市茨島 1 丁目１２－１６ 

ハローワーク男鹿    ℡(0185) 23 – 2411 
                   〒010-0511 男鹿市船川港船川字新浜町１－３ 

ハローワーク能代    ℡(0185) 54 – 7311 
                   〒016-0851 能代市緑町５－２９ 

ハローワーク大館    ℡(0186) 42 – 2531 
                  〒017-0046 大館市清水１丁目５－２０ 

ハローワーク鷹巣   ℡(0186) 60 – 1586 
                  〒018-3331 北秋田市鷹巣字東中岱２６－１ 

ハローワーク大曲    ℡(0187) 63 – 0335 
                  〒014-0034 大仙市大曲住吉町３３－３ 

ハローワーク角館   ℡(0187) 54 – 2434 
                       〒014-0372 仙北市角館町小館３２－３ 

ハローワーク本荘   ℡(0184) 22 – 3421  
                       〒015-0013 由利本荘市石脇字田尻野１８－１ 

ハローワーク横手   ℡(0182) 32 – 1165  
                       〒013-0033 横手市旭川１丁目２－２６ 

ハローワーク湯沢   ℡(0183) 73 – 6117  
                       〒012-0033 湯沢市清水町４丁目４－３ 

ハローワーク鹿角   ℡(0186) 23 – 2173  
                      〒018-5201 鹿角市花輪字荒田８２－４ 

 

ハローワーク秋田 

ハローワーク本荘 

ハローワーク角館 

ハローワーク大曲 

ハローワーク横手 

ハローワーク湯沢 

ハローワーク能代 

ハローワーク鷹巣 

ハローワーク大館 

ハローワーク鹿角 

本荘監督署

大曲監督署

秋田監督署

能代監督署 大館監督署

ハローワーク男鹿 

横手監督署

ハローワークプラザ秋田      ℡(018) 836 – 7820 
（マザーズコーナー秋田）       〒010-0001 秋田市中通２－３－８ 

 
ハローワークプラザよこて    ℡(0182) 33 – 8103 
（マザーズコーナー横手）      〒013-0060 横手市条里３－２－７ 

 
ハローワークプラザ御所野  ℡(018) 889 – 8448 
（秋田新卒応援ハローワーク）  〒010-1413 秋田市御所野地蔵田３－１－１ 

 

附属施設 

秋田労働局案内図 


